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付 議 議 案 及 び 議 決 結 果 一 覧 表 

 

《条例案件》 

議案番号 議   案   名 上程月日 議決月日 結 果 議決頁 

議案第１号 

南信州広域連合に関係市町村の条例を準

用する条例の一部を改正する条例の制定

について 

２月14日 ２月28日   

 

《予算案件》 

議案番号 議   案   名 上程月日 議決月日 結 果 議決頁 

議案第２号 
令和４年度南信州広域連合一般会計補正

予算（第５号）案 
２月14日 ２月28日   

議案第３号 
令和４年度南信州広域連合飯田広域消防

特別会計補正予算（第２号）案 
２月14日 ２月28日   

議案第４号 
令和４年度南信州広域連合稲葉クリーン

センター特別会計補正予算（第１号）案 
２月14日 ２月28日   

議案第５号 
令和５年度南信州広域連合一般会計予算

（案） 
２月14日 ２月28日   

議案第６号 
令和５年度南信州広域連合南信州広域振

興基金特別会計予算（案） 
２月14日 ２月28日   

議案第７号 
令和５年度南信州広域連合飯田広域消防

特別会計予算（案） 
２月14日 ２月28日   

議案第８号 
令和５年度南信州広域連合稲葉クリーン

センター特別会計予算（案） 
２月14日 ２月28日   
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令和５年南信州広域連合議会第１回定例会会議録 

（第１号） 

令和５年２月１４日（火曜日）   午前１０時３０分 開 議 

 

 

開  会 

日  程 

開  議 

 第 １ 会議成立宣言 

 第 ２ 議員辞職許可報告 

 第 ３ 議席の指定 

 第 ４ 会期の決定 

 第 ５ 医療福祉委員の選任 

 第 ６ 議案説明者出席要請報告 

 第 ７ 会議録署名議員指名 

 第 ８ 広域連合長あいさつ 

 第 ９ 監査報告 

 第１０ 選挙管理委員及び補充員の選挙 

 第１１ 議案審議（８件） 

      委員会付託議案（８件） 

       議案第１号から議案第８号まで 

       説明、質疑及び委員会付託 

散  会 

 

出席議員     ３３名 

   （別表のとおり） 

欠席議員      ０名 

地方自治法第１２１条の規定により説明のため会議に出席した者の職・氏名 

   （別表のとおり） 

本会議に職務のため出席した者の職・氏名 

   （別表のとおり） 
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開 会                                １０時３０分 

 

日程第１ 会議成立宣言 

○議長（井坪 隆君） ただいまから、令和５年南信州広域連合議会第１回定例会を開会いた

します。 

    現在の出席議員は３３名でございます。よって、本日の会議は成立いたしております。 

    これより、本日の会議を開きます。 

 

日程第２ 議員辞職許可報告 

○議長（井坪 隆君） 議員辞職の許可について報告いたします。 

    阿智村の大嶋正男議員から令和４年１１月３０日付で議員を辞職したい旨の願いが出

され、１２月１日付で許可をいたしましたので、南信州広域連合議会会議規則第１２８

条第２項の規定により報告をいたします。 

 

日程第３ 議席の指定 

○議長（井坪 隆君） 議席の指定をいたします。 

    阿智村議会におきまして、新たに広域連合議会の議員を選出いただいております。 

    よって、南信州広域連合議会会議規則第３条第２項の規定により、議長において議席

の指定をいたします。 

    議席番号及び議員の氏名を書記長をして朗読いたさせます。 

    伊藤書記長。 

○書記長（伊藤 寿君） それでは、議席番号と氏名を読み上げさせていただきます。 

    １３番、佐々木幸仁議員。 

    以上でございます。 

○議長（井坪 隆君） ただいまの朗読のとおり、議席を指定いたします。 

 

日程第４ 会期の決定 

○議長（井坪 隆君） 次に、会期の決定を議題といたします。 

    今定例会の会期及び日程につきましては、去る２月７日に開催された議会運営委員会

で協議いただいておりますので、その結果について報告を願うことにいたします。 

    議会運営委員長、山崎昌伸君。 
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○議会運営委員長（山崎昌伸君） ２月７日に開催をいたしました議会運営委員会の協議の結

果を御報告申し上げます。 

    今定例会の会期は、本日２月１４日から２月２８日までの１５日間とし、その日程に

つきましては、お手元に配付してあります日程表によることといたしました。 

    上程される議案は８件で、その審議は付託議案一覧表のとおり、それぞれ各常任委員

会へ付託することといたしました。 

    次に、２月２８日に行います一般質問の通告締切りは、明日２月１５日の午後５時ま

でといたしましたので、質問事項及び要旨を明確に記載し、定刻までに通告されますよ

うお願いをいたします。 

    以上で報告を終わります。 

○議長（井坪 隆君） ただいまの委員長報告について、御発言はございませんか。 

    （「なし」の声あり） 

○議長（井坪 隆君） お諮りいたします。 

    定例会の会期につきましては、議会運営委員長の報告のとおり、本日２月１４日から

２月２８日までの１５日間といたしたいと思いますが、これに御異議はございませんか。 

    （「異議なし」の声あり） 

○議長（井坪 隆君） 御異議なしと認めます。 

    よって、会期は２月１４日から２月２８日までの１５日間と決定いたしました。 

    次の日程に進みます。 

 

日程第５ 医療福祉委員の選任 

○議長（井坪 隆君） これより、南信州広域連合議会医療福祉委員の選任を行います。 

    現在、医療福祉委員のうち１名が欠員となっております。したがいまして、今定例会

で南信州広域連合議会委員会条例第１条の３第１項の規定により、議長において、医療

福祉委員を指名いたします。 

    委員の氏名を書記長をして朗読いたさせます。 

    伊藤書記長。 

○書記長（伊藤 寿君） それでは、議席番号と氏名を読み上げさせていただきます。 

    １３番、佐々木幸仁議員。 

    以上でございます。 

○議長（井坪 隆君） お諮りいたします。 
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    ただいまの朗読のとおり、佐々木幸仁君を医療福祉委員に選任したいと思いますが、

これに御異議はございませんか。 

    （「異議なし」の声あり） 

○議長（井坪 隆君） 御異議なしと認めます。 

    よって、佐々木幸仁君を南信州広域連合議会医療福祉委員に選任することに決定いた

しました。 

 

日程第６ 議案説明者出席要請報告 

○議長（井坪 隆君） 本日の会議における議案説明者として、地方自治法第１２１条の規定

により、佐藤広域連合長ほか関係者の出席を要請いたしました。 

    なお、申合せにより、定例会の開会日においては、正副広域連合長及び各専門部会長、

並びに副管理者に出席を要請し、閉会日においては、１４市町村長の出席を要請するこ

ととしております。 

    次の日程に進みます。 

 

日程第７ 会議録署名議員指名 

○議長（井坪 隆君） 会議録署名議員に新井信一郎君、清水 勇君を指名いたします。 

    次の日程に進みます。 

 

日程第８ 広域連合長あいさつ 

○議長（井坪 隆君） ここで、広域連合長のあいさつを願うことにいたします。 

    佐藤広域連合長。 

○広域連合長（佐藤 健君） おはようございます。本日ここに、令和５年南信州広域連合議

会第１回定例会を招集し、提出議案について御審議いただきますことに対し、御礼を申

し上げます。 

    新型コロナウイルスの感染状況につきましては、南信州圏域における長野県の感染警

戒レベルが１月３０日にレベル５から４へ３か月ぶりに引き下げられ、また、２月１０

日には、全県の医療特別警報も解除されました。 

    国においては、今年５月には新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけを第２類相

当から５類に移行する方針が示されています。広域連合といたしましては、コロナの収

束状況を見極めつつ、地域の医療機関、福祉施設などの負担も考慮し、引き続き感染防
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止に努めながら、広域連合としての事業を進めてまいります。 

    なお、私自身も２月５日にコロナ陽性が判明し、一週間自宅療養となりました。感染

防止対策を呼びかけている立場の者が陽性となり、どこかに隙があったのだと反省をし

ておりますが、郡市民の皆様には、いつどこで誰が感染してもおかしくない状況である

ことを改めて申し上げたいと思います。 

    以下、当面する課題とその対応について申し上げます。 

    リニア中央新幹線につきましては、昨年１２月２１日に関係市町村とＪＲ東海幹部と

の意見交換会が開催をされ、発生土や工事用車両の運行、環境保全対策といった事項へ

の対応、地元との連携強化などについて意見交換が行われました。翌１２月２２日には、

長野県駅（仮称）の安全祈願・起工式が開催され、今後工事が本格化していくことにな

ります。引き続き、関係市町村と連携をして、事業の安全な進捗と地域の生活環境の保

全が図られますよう調整に努めてまいります。 

    また、今月１０日に開催されました「リニア中央新幹線飯伊地区期成同盟会」におき

ましては、リニア中央新幹線（東京・名古屋間）の早期開業を目指すことについて決議

されたところでございます。これらについての詳細は、閉会日の全員協議会で報告をさ

せていただきます。 

    同じく２月１０日には、伊那谷自治体会議が開催され、再生可能エネルギーをはじめ

とした環境の取組みや教育・人材育成について、伊那谷の強みを生かしたエッジの効い

た取組みを進めていくとする方向性が確認をされたところです。改めて長野県と伊那

谷・木曽谷の市町村・民間企業が力を合わせて、地域振興・企業誘致に取り組んでまい

ります。 

    三遠南信自動車道につきましては、飯喬道路３工区では、本線の改良、橋梁及びトン

ネルの各工事が順調に進められており、昨年１０月には、１１号トンネル完成式が執り

行われました。青崩峠道路におきましては、トンネル工事の掘削長が１月末時点で９

６％に到達したとお聞きをしております。 

    また、去る１月３１日には、国土交通省及び国会議員に対し、三遠南信道路建設促進

期成同盟会、ＳＥＮＡ及び三遠南信自動車道飯喬道路３工区建設促進期成同盟会合同で、

さらなる事業促進と令和５年度予算での所要額満額確保を要望してまいりました。これ

からも早期全線開通に向けて、関係する県や市町村と共に要望活動に取り組んでまいり

ます。 

    飯田警察署及び（仮称）南信運転免許センターにつきましては、飯田創造館の利用者
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団体の皆さんと長野県との意見交換が昨年１２月及び１月に行われ、その後、各利用団

体の個別相談を行っていると伺っています。南信州広域連合といたしましても、創造館

利用者の皆さんの活動の場を確保できるよう、協力・支援してまいります。 

    稲葉クリーンセンター及び飯田竜水園につきましては、両施設ともに環境測定数値等

に問題はなく、順調に稼働をしているところでございます。 

    稲葉クリーンセンターでは、先頃施行となりました、いわゆるプラ資源循環促進法に

関連して、構成市町村におけるプラスチック由来廃棄物の資源化の取組みについて、制

度への理解促進など支援を検討してまいります。 

    広域消防につきましては、昨年の火災発生件数は６１件で、広域消防としての体制下

で統計開始以来、過去最少となりました。火災予防に御協力をいただいた郡市民の皆さ

んに御礼を申し上げます。 

    火災予防は、住民の生命・財産を守るという消防任務の根幹でもあり、３月１日から

実施する「春季火災予防運動」と「たき火火災ゼロ運動」では、市町村、消防団や関係

機関と連携し、引き続き火災予防に取り組んでまいります。 

    一方で、昨年の救急出動件数は、過去最多を記録しています。このうち、高齢者を除

く若い世代では、入院を必要としない軽症者の救急搬送が６割を超える状態となってお

り、この点については、郡市民の皆さんに改めてしっかり啓発することが必要であると

考えます。本当に救急車を必要とする方のもとへの到着が間に合わないという事態が生

じないよう、様々な機会を捉え、救急車の適正利用について呼びかけを行ってまいりま

す。 

    エス・バードにつきましては、ランドスケープ・プランニング共同研究講座に向けて、

特任教授によるカリキュラムや演習フィールドの準備が進み、講座で学ぶ学生も決まっ

て、いよいよこの４月から開講の運びとなりました。３月２日に講座の運営を支援する

コンソーシアムの総会を予定しており、併せて、担当教諭から講座では「何を目指し」、

「どのようなことを学ぶのか」などについて詳しく御説明いただくこととしております。

地域の皆様にランドスケープ・プランニング共同研究講座について広く知っていただき、

地域の皆様から応援していただけるような、地域に密着した講座としてまいりたいと考

えておりますので、議員の皆様にもぜひ御協力をいただきますようお願いをいたします。 

    ご当地ナンバープレートにつきましては、１月から２月にかけ、導入の是非について、

１４市町村の住民の皆さんと圏域の事業所を対象にそれぞれアンケートを実施し、現在

集計が行われているところであります。これらの結果報告及び今後の進め方につきまし
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ては、今定例会閉会日の全員協議会で報告をさせていただきます。 

    さて、本日執行機関側から御提案いたします案件は、条例案件１件、予算案件７件で

ございます。条例案件は、南信州広域連合に関係市町村の条例を準用する条例の一部を

改正する条例でございます。予算案件は、議案第２号から第４号までは、各会計の令和

４年度補正予算案、議案第５号から第８号までは、各会計の令和５年度予算案でござい

ます。議案の詳細につきましては、後ほど担当から御説明いたしますが、よろしく御審

議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 

    以上、議会開会に当たってのあいさつといたします。どうぞよろしくお願いをいたし

ます。 

○議長（井坪 隆君） 次の日程に進みます。 

 

日程第９ 監査報告 

○議長（井坪 隆君） これより、監査報告に入ります。 

    監査委員から監査の結果について報告を願うことにいたします。 

    代表監査委員、戸﨑 博君。 

○監査委員（戸﨑 博君） 監査の結果について、御報告申し上げます。 

    今回、議会に提出しました監査報告書は、地方自治法第２９２条において準用する同

法第１９９条第１項、第２項及び第４項の規定による定期監査で、令和４年１０月４日

から令和５年２月１日まで実施したものでございます。 

    監査の対象は、お手元に配付してあります監査報告書の１ページ、第２に記載のとお

り、一般会計、稲葉クリーンセンター特別会計、南信州広域振興基金特別会計、及び、

飯田広域消防特別会計です。 

    現地で現金や預金等の検査を行う予備監査につきましては、当初、記載してございま

す部署等を対象に実施予定でしたが、新型コロナウイルス関連の事情により現地での実

施は中止としております。 

    同じく１ページ第３、監査の着眼点、及び第４、監査の主な実施内容を御覧ください。 

    監査は、あらかじめ指定して提出を求めた予算の執行状況、及びその他の関係資料に

基づき、所管の長及び関係職員から説明を聴取するとともに、その事務が関係法令に基

づき適正かつ効率的に執行されているかどうかを主眼に置き実施いたしました。先ほど

申し上げました現地での実施を中止しました予備監査につきましても、あらかじめ提出

を求めていた資料を基に、面接時に合わせて状況等を確認いたしました。 
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    次に、第６、監査の結果を御覧ください。 

    予算の執行及び現金・物品等の管理は、おおむね適正に処理されていることを認めま

した。 

    １ページから２ページを御覧ください。 

    監査結果については、重要度の高い順に「指摘事項」、「指導事項」、「検討要望事

項」の３つの区分を設けておりますが、２ページに記載してございますように、今回の

監査では、特に監査委員から申し上げる該当事項はございませんでした。 

    今後も引き続き、適正かつ効率的な予算管理を執行されるよう望みます。 

    以上、簡単ではございますが、定期監査の報告といたします。 

○議長（井坪 隆君） ただいまの監査報告について、御発言はございませんか。 

    （「なし」の声あり） 

○議長（井坪 隆君） 御発言がございませんので、次の日程に進みます。 

 

日程第１０ 選挙管理委員及び補充員の選挙 

○議長（井坪 隆君） 日程に従い、ただいまから、選挙管理委員及び補充員の選挙を行いま

す。 

    現在の南信州広域連合の選挙管理委員及び補充員は、ともに今年３月３１日に任期が

満了いたしますので、地方自治法第１８２条第１項の規定に基づき、後任の選挙管理委

員を、また、同条第２項の規定に基づき、後任の補充員を選挙するものであります。 

    なお、選挙管理委員及び補充員はそれぞれ４名であり、任期は４年となっております。 

    お諮りいたします。 

    選挙の方法につきましては、地方自治法第１１８条第２項の規定により、指名推選と

いたしたいと思いますが、これに御異議はございませんか。 

    （「異議なし」の声あり） 

○議長（井坪 隆君） 御異議なしと認めます。 

    よって、選挙の方法は、指名推選の方法によることに決定いたしました。 

    お諮りいたします。 

    その指名を議長においていたしたいと思いますが、これに御異議はございませんか。 

    （「異議なし」の声あり） 

○議長（井坪 隆君） 御異議なしと認めます。 

    よって、議長において指名することに決定いたしました。 



－15－ 

    それでは、選挙管理委員に、飯田市龍江 林 昇さん、高森町牛牧 林 喜弘さん、

平谷村 川上金司さん、天龍村平岡 小林公人さん、 

    補充員に、飯田市鼎切石 村澤博治さん、喬木村 木下 仁さん、根羽村 石原保幸

さん、売木村 松村久登さん、 

    以上を指名したいと思います。 

    なお、補充員の補充順序につきましては、ただいま御指名いたしました順序にいたし

たいと思います。 

    お諮りいたします。 

    ただいま議長において指名いたしました皆さんを選挙管理委員及び補充員の当選人に

定めることに御異議はございませんか。 

    （「異議なし」の声あり） 

○議長（井坪 隆君） 御異議なしと認めます。 

    よって、ただいま指名いたしました、林 昇さん、林 喜弘さん、川上金司さん、小

林公人さんが選挙管理委員に、村澤博治さん、木下 仁さん、石原保幸さん、松村久登

さんが補充員に当選されました。 

    ただいまの当選人に対しまして、後刻、南信州広域連合議会会議規則第２６条第２項

の規定により、当選の旨を告知いたします。 

    次の日程に進みます。 

 

日程第１１ 議案審議 

○議長（井坪 隆君） これより、議案審議に入ります。 

 

◇ 議案第１号 南信州広域連合に関係市町村の条例を準用する条例の一部を改正する条例

の制定について 

○議長（井坪 隆君） 議案第１号、南信州広域連合に関係市町村の条例を準用する条例の一

部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 

    朗読を省略し、直ちに執行機関側の説明を求めます。 

    吉川事務局長。 

○事務局長（吉川昌彦君） 議案第１号、南信州広域連合に関係市町村の条例を準用する条例

の一部を改正する条例の制定について説明をさせていただきます。 

    南信州広域連合では、備えるべき条例の一部について、構成市町村である飯田市の条
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例を準用をしております。本案は、準用する条例を定めている南信州広域連合に関係市

町村の条例を準用する条例について、その一部を改正したいとするものでございます。 

    このたび飯田市において、飯田市職員の高齢者部分休業に関する条例が新たに制定さ

れました。また、飯田市個人情報保護条例が廃止され、これに代わり、飯田市個人情報

保護に関する法律施行条例が制定されたところでございます。 

    今回の改正は、これらを準用したいとするものでございます。 

    まず、職員の高齢者部分休業に関する条例についてですが、職員の退職後の人生設計

への準備や社会的貢献などの観点から地方公務員法第２６条の３の規定に基づき、新た

に飯田市において制定されたものでございます。これは、当広域連合にも準用すべき条

例であると判断し、今回提案をさせていただくものでございます。 

    次に、個人情報保護に関する法律施行条例についてですが、このほど、個人情報の保

護に関する法律の一部が改正され、従来各自治体の条例の規定によっていた個人情報に

関する取扱いの相当部分が法律の規定に基づくものとなりました。このため各自治体等

では、従来の条例を廃止し、法の規定により自治体によって定めることができるとされ

ていた事項などについて新たに条例を制定するものとなったものでございます。 

    附則は、条例の施行期日を定めるものでございます。 

    説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（井坪 隆君） 説明が終わりました。 

    議案第１号につきましては、御質疑はございませんか。 

    （「なし」の声あり） 

○議長（井坪 隆君） なければ質疑を終結いたします。 

 

◇ 議案第２号 令和４年度南信州広域連合一般会計補正予算（第５号）案 

○議長（井坪 隆君） 次に、議案第２号、令和４年度南信州広域連合一般会計補正予算（第

５号）案を議題といたします。 

    朗読を省略し、直ちに執行機関側の説明を求めます。 

    小椋事務局総務課長。 

○事務局総務課長（小椋貴彦君） それでは、議案第２号について御説明いたしますので、一

般補１ページを御覧いただきたいと思います。 

    本案は、令和４年度南信州広域連合一般会計補正予算（第５号）案でございまして、

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，５８７万４，０００円を追加し、歳出歳入
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予算の総額を歳入歳出それぞれ１７億７，７４８万円とするものでございます。 

    内容につきましては、第１表、歳入歳出予算補正で御説明申し上げますので、一般補

１２・１３ページをお開きいただきたいと思います。 

    初めに歳出について御説明申し上げます。 

    ２款、総務費は、４万２，０００円の増額でございまして、財政調整基金をはじめ、

所管する基金の利子を積み立てるものでございます。 

    ３款、民生費は、５，０００円の増額でございまして、看護師等確保対策推進基金へ

の基金の利子を積み立てるものでございます。 

    下段になりまして、４款、衛生費は、１，５８２万円余の増額でございまして、年度

当初の人事異動に伴います人件費の補正、及び、次のページにわたってまいりますが、

稲葉クリーンセンター施設整備基金への新規積立金でございます。 

    続きまして、歳入を御説明いたしますので、ページをお戻りをいただきまして、一般

補１０ページ・１１ページをお開きいただきたいと思います。 

    １０ページの上段でございますが、５款、財産収入は、所管しております基金の利子

収入を増額するものでございます。 

    中段になりますが、７款、繰入金の５００万円は、稲葉クリーンセンター特別会計か

らの繰入金を増額するものでございます。 

    ８款、繰越金の１，０８０万円余は、純繰越金を増額するものでございます。 

    説明は以上です。 

○議長（井坪 隆君） 説明が終わりました。 

    議案第２号につきまして、御質疑はございませんか。 

    （「なし」の声あり） 

○議長（井坪 隆君） なければ質疑を終結いたします。 

 

◇ 議案第３号 令和４年度南信州広域連合飯田広域消防特別会計補正予算（第２号）案 

○議長（井坪 隆君） 次に、議案第３号、令和４年度南信州広域連合飯田広域消防特別会計

補正予算（第２号）案を議題といたします。 

    朗読を省略し、直ちに執行機関側の説明を求めます。 

    北澤消防本部総務課長。 

○消防本部総務課長（北澤俊彦君） それでは、議案第３号について御説明申し上げます。 

    消防補１ページを御覧ください。 
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    本案は、令和４年度南信州広域連合飯田広域消防特別会計補正予算（第２号）案でご

ざいまして、第１条は、歳入歳出の予算総額に１，０００万６，０００円を追加し、補

正後の総額を歳入歳出それぞれ２４億５１６万８，０００円としたいとするものでござ

います。 

    第２条は、繰越明許費の補正でございます。内容につきましては、歳入歳出補正予算

事項別明細書、及び第２表、繰越明許費でそれぞれ御説明申し上げます。 

    それでは、歳入から御説明申し上げますので、消防補１０ページ・１１ページを御覧

ください。 

    ５款、財産収入につきましては、基金利子確定により、退職手当積立基金積立金利子

の増額を行うものでございます。 

    ８款、繰越金につきましては、純繰越金額の確定に伴い、増額補正を行うものでござ

います。 

    １０款１項１目、消防施設整備債につきましては、高森消防署実施設計委託業務に関

わる緊急防災・減災事業債の起債を予定しておりましたが、事業不執行により、該当分

２，８００万円を減額するものでございます。 

    次に、歳出を御説明いたします。消防補１２・１３ページを御覧ください。 

    １款１項１目、一般管理費のうち財政調整基金積立金は、新たに３，７６７万５，０

００円を積み立てたいとするものでございます。 

    退職手当積立基金積立金は、基金利子の確定により増額するものでございます。 

    ３目、消防施設費のうち委託料の減額についてですが、高森消防署移転建設につきま

しては、改めて基本設計の修正及び地盤調査を行う必要が生じたことから、今年度予算

計上しております実施設計委託業務２，８０２万８，０００円は不執行とさせていただ

きたいとするものでございます。 

    続きまして、消防補６ページを御覧ください。 

    第２表でございますが、繰越明許費の補正でございまして、現場活動用の防火服の購

入事業につきまして、令和５年度へ繰越しをお願いいたしたいとするものでございます。 

    説明は以上でございます。 

○議長（井坪 隆君） 説明が終わりました。 

    議案第３号につきまして、御質疑はございませんか。 

    （「なし」の声あり） 

○議長（井坪 隆君） なければ質疑を終結いたします。 
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◇ 議案第４号 令和４年度南信州広域連合稲葉クリーンセンター特別会計補正予算（第１

号）案 

○議長（井坪 隆君） 次に、議案第４号、令和４年度南信州広域連合稲葉クリーンセンター

特別会計補正予算（第１号）案を議題といたします。 

    朗読を省略し、直ちに執行機関側の説明を求めます。 

    飯田環境センター事務長。 

○飯田環境センター事務長（飯田 修君） それでは、議案第４号について御説明を申し上げ

ます。 

    本案は、令和４年度南信州広域連合稲葉クリーンセンター特別会計補正予算（第１

号）でございます。 

    稲葉補１ページをお開きください。 

    第１条の歳入歳出予算の補正は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，００１

万３，０００円を追加し、補正後の歳入歳出予算の総額をそれぞれ１億４，７６５万３，

０００円といたしたいとするものであります。 

    歳出から御説明をいたします。議案書、稲葉補１２ページ・１３ページをお開き願い

ます。 

    ２款１項１目、清掃総務費でございます。 

    ２４、積立金は、稲葉クリーンセンター電気事業基金への新規積立金、それから、基

金利子の確定の財産収入でございます。 

    ２７節、繰出金は、令和４年度の剰余金５００万円を一般会計へ繰り出すものでござ

います。こちらは一般財源でのものでございます。 

    続きまして、歳入について御説明をいたします。 

    議案書、稲葉補１０ページ・１１ページを御覧ください。 

    １款１項１目、基金運用収入は、基金利子の増額でございます。 

    ３款、繰越金は、令和３年度からの繰越金でございます。 

    ４款、諸収入の雑入は、稲葉クリーンセンターの売電相当収入の増額を計上したもの

でございます。稲葉クリーンセンターの電気事業につきましては、売電相当収入が当初

の想定より増加したことから、当初の売電相当収入から５００万円の増額を見込み、電

気事業基金へ積み立てるものでございます。 

    稲葉クリーンセンター特別会計補正予算（第１号）の御説明は以上でございます。よ
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ろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（井坪 隆君） 説明が終わりました。 

    議案第４号につきまして、御質疑はございませんか。 

    （「なし」の声あり） 

○議長（井坪 隆君） なければ質疑を終結いたします。 

 

◇ 議案第５号 令和５年度南信州広域連合一般会計予算（案） 

○議長（井坪 隆君） 次に、議案第５号、令和５年度南信州広域連合一般会計予算（案）を

議題といたします。 

    朗読を省略し、直ちに執行機関側の説明を求めます。 

    吉川事務局長。 

○事務局長（吉川昌彦君） 議案第５号の説明の前に、令和５年度の南信州広域連合予算

（案）の概要、全体像について御説明をさせていただきます。 

    議長の許可をいただきまして、あらかじめ令和５年度予算案の補足説明資料を添付さ

せていただいております。資料の１ページ、令和５年度南信州広域連合予算（案）の特

徴と概要を御覧いただきたいと存じます。 

    最初に総括表を記載しております。会計別に申し上げますと、一般会計の予算額は１

７億７，３５０万円で前年度比３．３％の増となっております。南信州広域振興基金特

別会計が８６０万円で２１．８％の減、飯田広域消防特別会計は２０億５，５７０万円

で１４％の減、稲葉クリーンセンター特別会計は１億７，６４１万円で２８．２％の増

となっております。 

    ４会計の合計では、予算額４０億１，４２１万円となり、前年度比５．７％の減でご

ざいます。これに対しまして、市町村負担金については、計３３億８，５０７万円余と

なり、前年度より４２４万円余、率では１．３％の増額となっております。失礼しまし

た。４，２４４万円の増でございます。率では１３％の増額でございます。 

    令和５年度は、第４次広域計画の最終年の前年に当たります。行政評価でいただいた

意見に加えまして、ウィズコロナ、アフターコロナを意識しながら高速交通網時代を視

野に入れた事業を展開していくことが求められていると考えております。 

    それでは、各会計の特徴や概要について説明をさせていただきます。 

    資料の１ページの３、一般会計の概要から説明をしてまいります。 

    まず、リニア地域づくり推進費でございますけれども、ご当地ナンバー導入につきま
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して、構成市町村の御同意をいただくことを前提といたしまして、ご当地ナンバー導入

に必要となる地方版図柄入りナンバープレートの図柄決定などに要する経費を計上させ

ていただいております。 

    調査研究プロジェクト事業では、４つのプロジェクトを県の元気づくり支援金や広域

振興基金特別会計からの繰入金も活用をして実施することとしております。 

    エス・バード、産業振興と人材育成の拠点の関係では、管理運営に要する費用と工業

技術試験研究所の体制を強化していくための費用などを前年同様に計上させていただい

ております。 

    次のページを御覧ください。 

    信州大学共同研究講座の運営支援では、航空機システム共同研究講座コンソーシアム

と令和５年４月に開講するランドスケープ・プランニング共同研究講座のコンソーシア

ムへの負担金を計上いたしました。この事業は、構成市町村への企業版ふるさと納税を

広域連合へ支出いただき、基金に一旦積み立てた上で、国庫補助金や一般財源負担分も

合わせて必要額をコンソーシアムへ支出することとしております。 

    看護師確保対策事業では、継続貸与者と５年度の新規貸与者１０名への貸与を予定い

たしまして、必要分を計上させていただいております。 

    続いて、稲葉クリーンセンターの運転管理に要する費用、及び、飯田竜水園の維持管

理に要する費用について、主なものを資料に挙げさせていただいております。 

    稲葉クリーンセンター運転管理業務については、当初計画に比べ、ごみ処理量が増加

していることについて、別建てで委託料を記載しております。また、年次計画に基づい

て実施する施設のメンテナンスについては、前年より増額となっております。竜水園の

維持管理では、薬剤や電気料金の値上がりにより経費が増額となる一方、施設点検の委

託料や令和４年度においてトラックスケールの更新の実施をしたことから工事請負費に

つきましては減額となっております。 

    他会計繰入金の活用についてですが、前年度同様、広域振興基金特別会計から６８０

万円、稲葉クリーンセンター特別会計から２，５００万円を繰入れをいたしまして、記

載の事業に活用させていただきたいと考えております。 

    ３ページを御覧ください。 

    広域振興基金特別会計につきましては、マーケティングの視点による地域づくりと民

俗芸能保存継承の事業に必要な経費を計上しております。そのほかのプロジェクト事業

につきましては、一般会計に繰出しを行い、一般会計において実施することとしており
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ます。今回から民俗芸能団体連絡協議会への貸付金を廃止したことから、その分、予算

額としては減額となっておるところでございます。 

    広域消防特別会計につきましては、引き続き災害対応力や消防力の強化に取り組んで

まいりますが、職員の定年延長により、退職手当の予算計上を行っておりませんので、

予算額については減額ということでございます。 

    稲葉クリーンセンター特別会計につきましては、製品プラスチックのリサイクルが開

始されることから、発電量の低下が見込まれるところでございますけれども、バイオマ

ス比率の上昇により、売電単価の上昇などのプラス要因もございますので、売電収入に

つきましては前年並みの額で計上をさせていただいております。 

    資料のＡ３とじ込み４ページ目でございますけれども御覧いただければと存じます。 

    広域連合が所管しております４つの会計の予算をまとめた総括表でございます。各会

計の関連事業予算額と前年度の比較を整理をしております。 

    次の５ページでは、各会計ごとの主な事業について一覧にまとめておりますので、御

確認をいただければと思っております。 

    ６ページ以降は、広域連合の後期基本計画に記載している各事業の進行管理表でござ

います。行政評価の内容や予算計上の状況などをまとめております。 

    それでは、議案第５号について説明申し上げます。 

    予算書の１ページ目を御覧いただきたいと存じます。 

    本案は、令和５年度南信州広域連合一般会計予算（案）でございまして、１条では、

予算の総額を歳入歳出それぞれ１７億７，３５０万円と定めるものでございます。 

    ２条は、一時借入金の最高額を２億円と定めるものでございます。 

    次に、主な項目について、第１表で説明をさせていただきます。 

    先に歳出から御説明申し上げますので、予算書の３ページをお開きいただきたいと存

じます。 

    １款、議会費は、３７２万円余で前年比２１．４％の増でございます。リモート会議

の実施に必要な備品の購入費などを新たに計上をさせていただいております。 

    ２款、総務費は、３億７，４３２万円余で前年対比では４．２％の増、人件費や施設

管理費のほか、各種プロジェクト事業費、エス・バード関係の事業費などを計上をして

おります。 

    ３款、民生費は、１億１，４０９万円余、前年度比６．３％の増でございまして、介

護認定審査、相談支援事業、看護師等確保対策事業などに要する費用を計上をしており
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ます。令和５年度は、介護認定に関する制度変更が予定されておりまして、認定システ

ムの改修を行うための経費を計上させていただいております。 

    ４款、衛生費は、７億７，９０１万円余、前年度比４．６％の増でございまして、ご

み処理施設、し尿処理施設、及びリサイクルセンターの運営管理に要する経費を計上し

ております。 

    ６款、公債費は、５億１８３万円余で前年度比０．２％の減、７款、予備費は、前年

同様の５０万円を計上をいたしております。 

    続きまして、歳入について御説明いたしますので、２ページを御覧いただきたいと存

じます。 

    １款、分担金及び負担金は、１４億３，４２０万円余、前年度比４．３％の増でござ

います。各事業の財源として、構成市町村等にお願いする負担金でございます。 

    ２款、使用料及び手数料は、２億１，６２５万円余で、前年度比１．８％の増、第１

項、使用料は、ごみ・し尿処理受入れに関する施設使用料、第２項、手数料は、リサイ

クルセンターのリユース品取扱手数料でございます。 

    ３款、国庫支出金は、９９２万円で、前年度同額となっております。 

    ４款、県支出金は、２００万円余で、地域発元気づくり支援金の皆増となっておりま

す。 

    ５款、財産収入は、１３万円余で、所管している基金の利子収入でございます。 

    ７款、繰入金は、８，６０２万円、前年度比９．２％の減で、先ほど御説明した特別

会計からの繰入金と事業費への財源として所管している特定目的基金からの繰入金でご

ざいます。 

    ８款、繰越金は、２，３９８万円余を計上いたしました。 

    ９款、諸収入は、９６万円余、前年度比５８．８％の減でございまして、事務センタ

ーのワクチン接種会場としての負担金収入の減などによるものでございます。 

    なお、構成市町村の負担金につきましては、予算書５６・５７ページの附表４でお示

しをさせていただいておりますので御覧いただきたいと存じます。 

    なお、後日開催される常任委員会におきまして、所管ごとに、さらに詳細な説明をさ

せていただく予定としておりますので、よろしくお願いをいたします。 

    説明は以上でございます。 

○議長（井坪 隆君） 説明が終わりました。 

    議案第５号につきまして、御質疑はございませんか。 
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    （「なし」の声あり） 

○議長（井坪 隆君） なければ質疑を終結いたします。 

 

◇ 議案第６号 令和５年度南信州広域連合南信州広域振興基金特別会計予算（案） 

○議長（井坪 隆君） 次に、議案第６号、令和５年度南信州広域連合南信州広域振興基金特

別会計予算（案）を議題といたします。 

    朗読を省略し、直ちに執行機関側の説明を求めます。 

    小椋事務局総務課長。 

○事務局総務課長（小椋貴彦君） 議案第６号について御説明を申し上げます。 

    引き続き、予算書の５９ページを御覧いただきたいと思います。 

    本案は、令和５年度南信州広域振興基金特別会計予算（案）でございまして、第１条

では、予算の総額を歳入歳出それぞれ８６０万円と定めるものでございます。 

    本特別会計は、南信州広域振興基金の債券運用等による運用益を活用し、広域的な地

域振興事業を実施するものでございます。 

    それでは、主な項目について、第１表のほうで説明をさせていただきますので、予算

書の７０ページ・７１ページをお開きいただきたいと思います。 

    初めに歳出から御説明いたしますが、左ページのほうから、広域振興事業費は８６０

万円でございまして、前年度対比マイナス２４０万円、率にして約２１．８％の減額で

ございます。マーケティングの視点による持続可能な地域づくりプロジェクト事業及び

民俗芸能保存継承プロジェクト事業などに要する費用を計上いたしました。 

    続いて歳入ですが、こちらページをお戻りいただきまして、６８・６９ページをお開

きいただきたいと思います。 

    ２款、財産収入は８００万円、前年度と同額を計上しております。所管しております

南信州広域振興基金の運用益でございます。 

    ４款、繰越金は６０万円を計上いたしました。 

    説明は以上でございます。 

○議長（井坪 隆君） 説明が終わりました。 

    議案第６号につきまして、御質疑はございませんか。 

    （「なし」の声あり） 

○議長（井坪 隆君） なければ質疑を終結いたします。 
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◇ 議案第７号 令和５年度南信州広域連合飯田広域消防特別会計予算（案） 

○議長（井坪 隆君） 次に、議案第７号、令和５年度南信州広域連合飯田広域消防特別会計

予算（案）を議題といたします。 

    朗読を省略し、直ちに執行機関側の説明を求めます。 

    北澤消防本部総務課長。 

○消防本部総務課長（北澤俊彦君） それでは、議案第７号について御説明申し上げます。 

    予算書の７３ページを御覧ください。 

    本案は、令和５年度南信州広域連合飯田広域消防特別会計予算（案）でございまして、

第１条は、歳入歳出予算の総額をそれぞれ２０億５，５７０万円と定めたいとするもの

でございます。 

    第２条は、地方債の起債の目的、限度額、利率などにつきまして、第２表のとおり定

めるもの、第３条は、一時借入金の最高額を１億円と定めるものでございます。 

    それでは、主な項目につきまして、第１表で説明させていただきます。 

    まず、歳出予算を御説明申し上げますので、予算書の７５ページを御覧ください。 

    １款、消防費は、１９億５，８００万円余で、前年度対比１３．８％の減でございま

す。このうち、一般管理費が２億４，９００万円余の減、常備消防費が８００万円余の

減、消防施設費が５，６００万円余の減となっております。減額の主な内容につきまし

ては、一般管理費の人件費、退職手当の減、及び、消防施設費の自動車購入費の減でご

ざいます。 

    ２款、公債費は、９，２００万円余、３款、予備費では、４００万円を計上いたしま

した。 

    続きまして、歳入予算について御説明を申し上げます。 

    予算書の７４ページを御覧ください。 

    １款、分担金及び負担金は、１９億５，４００万円余で、各事業の財源となります構

成市町村からの負担金及び交付税算入分の負担金でございます。 

    ２款、使用料及び手数料は、４００万円余で前年度対比４．６％の減、１項、使用料

は、消防本部庁舎の使用料、２項、手数料は、許認可事務の手数料等でございます。 

    ３款、国庫支出金は、９００万円余で、前年度対比５２％の減、消防緊急援助隊設備

整備費補助金でございます。 

    続きまして、４款、県支出金は、７０万円で、前年度対比増減なし、県特例処理事務

交付金でございます。 
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    ５款、財産収入は、４０万円で、前年度対比２５．９％の減で、基金利子収入でござ

います。 

    ７款、繰入金は、２２０万円余で、前年度対比９２．７％の減で。失礼しました。繰

入金は、２，２００万円余で、前年度対比９２．７％の減で、１項、他会計繰入金は、

広域連合一般会計からの児童手当分の繰入れを行うものでございます。 

    ８款、繰越金は、２，６００万円を計上いたしました。 

    ９款、諸収入は、１，３００万円余で、前年度対比４２．２％の減で、中央自動車道

支弁金、事務受託収入等でございます。 

    １０款、連合債は、２，４００万円余で、緊急防災・減災事業債の借入れを行うもの

でございます。 

    続きまして、７６ページを御覧ください。 

    本議案の第２条に定める第２表、地方債でございます。限度額につきましては、２，

４５０万円でございます。 

    説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（井坪 隆君） 説明が終わりました。 

    議案第７号につきまして、御質疑はございませんか。 

    （「なし」の声あり） 

○議長（井坪 隆君） なければ質疑を終結いたします。 

 

◇ 議案第８号 令和５年度南信州広域連合稲葉クリーンセンター特別会計予算（案） 

○議長（井坪 隆君） 次に、議案第８号、令和５年度南信州広域連合稲葉クリーンセンター

特別会計予算（案）を議題といたします。 

    朗読を省略し、直ちに執行機関側の説明を求めます。 

    飯田環境センター事務長。 

○飯田環境センター事務長（飯田 修君） それでは、議案第８号、令和５年度南信州広域連

合稲葉クリーンセンター特別会計予算（案）について御説明を申し上げます。 

    予算書の１０１ページをお開き願います。 

    第１条でございますが、歳入歳出予算の総額をそれぞれ１億７，６４１万円と定めた

いとするものでございます。 

    本特別会計は、稲葉クリーンセンターにおきます売電相当収入を活用いたしまして、

発電事業に係る事業を行うものでございまして、売電益は、毎年度、電気事業基金へ基
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本的に６，５００万円を積み立て、この基金から施設の保全計画に従って実施する発電

施設のメンテナンス工事、売電収益に課税される消費税の納税及び電気事業債の償還に

充てていくものでございます。また、毎年度、この電気事業基金に積み立てた後の残り

の売電相当収益につきましては、一般会計へ繰り出し、広域連合全体の事業に活用して

いくものでございます。 

    それでは、歳出から御説明申し上げますので、予算書の１１２・１１３ページをお開

きください。 

    歳出でございます。２款１項１目、清掃総務費９，８３５万６，０００円でございま

す。１２節委託料は、売電相当収益に課税される消費税の申告に関わる電子申告を税理

士へ委託するための委託料でございます。 

    ２４節、積立金６，５０３万余は、電気事業基金への新規積立て及び基金利子の積立

てでございます。 

    ２６節、公課費は、８３０万余ですが、令和４年度の売電相当収入に課税される消費

税の支払いでございます。 

    ２７節、繰出金は、売電相当収入の余剰金を一般会計へ繰り出すものでございます。

一般会計における充当財源につきましては、先ほど一般会計補足説明資料で御確認をい

ただいたところでございます。 

    続きまして、２款１項３目、ごみ処理費５，５１３万余でございます。こちらは、発

電設備のメンテナンス工事費でございまして、５年度は発電施設に係る廃熱ボイラ、蒸

気タービン制御装置等の点検・整備工事を行うものでございます。 

    続きまして、３款の公債費２，２９１万余でございます。こちらは、発電施設の整備

に活用いたしました電気事業債に係る元金及び利子の償還でございます。 

    続きまして、歳入について御説明申し上げます。 

    お戻りいただきまして、１１０ページ・１１１ページを御覧ください。 

    １款、財産収入３万５，０００円は、電気事業基金の基金利子でございます。 

    ２款、繰入金８，６３２万円余は、電気事業基金からの繰入金でございまして、歳出

で御説明いたしましたとおり、消費税申告委託、消費税納税、工事請負費及び公債費の

償還に充当させるものでございます。 

    ３款、繰越金５万円は、純繰越金の計上でございます。 

    ４款、諸収入、９，０００万円は、稲葉クリーンセンターの発電に伴う売電相当収入

でございます。 
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    なお、予算書１１４ページには、電気事業債に係る現在高の見込み調書が掲載してご

ざいますので、御参照をいただきたいと思います。 

    御説明は以上でございます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 

○議長（井坪 隆君） 説明が終わりました。 

    議案第８号につきまして、御質疑はございませんか。 

    （「なし」の声あり） 

○議長（井坪 隆君） なければ質疑を終結いたします。 

    ただいま議題といたしております議案８件につきましては、お手元に配付してありま

す付託議案一覧表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託し、審査を願うこととい

たします。 

 

散 会 

○議長（井坪 隆君） 以上をもちまして、全ての日程を終了いたしました。 

    明日の２月１５日は、一般質問の通告締切日でございます。締切時刻は午後５時とし

ております。 

    また、２月２８日は、午前１０時から本会議を開催いたしますので、定刻までに御参

集いただきますようお願い申し上げます。 

    本日はこれをもちまして散会といたします。 

    御苦労さまでした。 

 

散会 午前１１時２７分 
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Ⅰ、議員出席表 

議席番号 氏  名 2月14日 議席番号 氏  名 2月14日 

 １ 河 本 明 代 〇 １８ 小 平 一 博 ○ 

 ２ 片 桐 忠 彦 ○ １９ 米 山 郁 子 ○ 

 ３ 平 澤 恒 雄 ○ ２０ 大 蔵   洋 ○ 

 ４ 中 森 高 茂 ○ ２１ 中 平 文 夫 ○ 

 ５ 後 藤 章 人 ○ ２２ 清 水 優一郎 ○ 

 ６ 中 島 正 夫 ○ ２３ 福 澤 克 憲 ○ 

 ７ 熊 谷 美沙子 ○ ２４ 竹 村 圭 史 ○ 

 ８ 後 藤 和 彦 ○ ２５ 古 川   仁 ○ 

 ９ 福 沢   敏 ○ ２６ 木 下 德 康 ○ 

１０ 坂 巻 秀 高 ○ ２７ 山 崎 昌 伸 ○ 

１１ 宮 澤 茂 樹 ○ ２８ 熊 谷 泰 人 ○ 

１２ 吉 田 哲 也 ○ ２９ 新 井 信一郎 ○ 

１３ 佐々木 幸 仁 ○ ３０ 清 水   勇 ○ 

１４ 栗 生 勝 由 ○ ３１ 永 井 一 英 ○ 

１５ 伊 藤 公 市 ○ ３２ 井 坪   隆 ○ 

１６ 三 浦 喜久夫 ○ ３３ 原   和 世 ○ 

１７ 岩 口 友 雄 ○    
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Ⅱ、地方自治法第１２１条の規定により説明のため会議に出席した者 

№ 役 職 名 市町村名 氏  名 

 １ 広域連合長 飯  田  市 佐 藤   健 

 ２ 副広域連合長 豊  丘  村 下 平 喜 隆 

 ３ 根羽村長（総務産業専門部会長） 根  羽  村 大久保 憲 一 

 ４ 売木村長（消防環境専門部会長） 売  木  村 清 水 秀 樹 

 ５ 喬木村長（医療福祉専門部会長） 喬  木  村 市 瀬 直 史 

 ６ 副管理者 飯  田  市 髙 田   修 

 ７ 監査委員  戸 﨑   博 

 ８ 監査委員  前 沢 祐 二 

 ９ 監査委員事務局監査係長  佐々木 美 鈴 

１０ 会計管理者  北 原 香 子 

１１ 事務局長 南信州広域連合 吉 川 昌 彦 

１２ 事務局次長兼総務課長 南信州広域連合 小 椋 貴 彦 

１３ 地域医療福祉連携課長 南信州広域連合 伊 藤 久 子 

１４ 飯田環境センター事務長 南信州広域連合 飯 田   修 

１５ 消防長 広 域 消 防 有 賀 達 広 

１６ 消防次長兼総務課長 広 域 消 防 北 澤 俊 彦 
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Ⅲ、本会議に職務のため出席した者 

№ 役 職 名 市町村名 氏  名 

 １ 書記長（事務局） 南信州広域連合 伊 藤   寿 

 ２ 事務局総務課広域振興係長 南信州広域連合 野 牧 和 将 

 ３ 事務局総務課庶務係 南信州広域連合 松 澤 寿 和 

 ４ 町村会事務局長  岡 庭   潤 
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 以上、会議の内容に相違なきことを認め、地方自治法第１２３条の規定によりここに 

 

署名する。 

 

 

 

 

令和   年   月   日 

 

 

 

 

 

    南信州広域連合議会議長                   

 

 

 

 

 

    会 議 録 署 名 議 員                   

 

 

 

 

 

    会 議 録 署 名 議 員                   
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